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持続可能な森林資源の活用に関わる責任

持続可能な森林経営
⃝  持続可能な森林経営とは、経済的な持続性はもとより、環境・社会面の持続性に対する配慮も意味します。

日本製紙グループの持続可能な森林経営の定義
１）生物多様性の保全がなされていること
２）森林生態系の生産力および健全性が維持されていること
３）土壌および水資源が保全されていること
４）多面的な社会の要望に対応していること

⃝  当社が国内に保有する森林（9万ヘクタール／2021年末時点）は全て森林認証を取得しています。
⃝  当社が管理する海外植林地（7.2万ヘクタール／2021年末時点）は全て森林認証を取得しています。

国内森林資源の保護、育成
■.国内社有林の持続可能な森林経営

当社は国内に森林を所有し、森林資源を活用する企業として、所有する森林の生産性向上を目指すと同時に、森
林の生物多様性保全や水源涵養などの公益的機能を十分に発揮できる、バランスの取れた持続可能な森林経営を
実施しています。

代表的な国内社有林：  
https://www.nipponpapergroup.com/csr/forest/own/japan/
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⃝ 国内約400ヵ所、総面積約9万ヘクタールの社
有林を保有（民間第二位の森林所有者）

⃝全ての社有林で森林認証を取得

⃝社有林の約20%を環境林分※として保全
※  木材生産を行う「経営林分」と木材生産を行わず生態

系・水源涵養などの環境機能を保全する「環境林分」
に区分して管理を実施

⃝生物多様性に配慮した森林管理

⃝年間約7億円を費やし森林を整備

⃝ シマフクロウの保全に向けて(公財)日本野鳥
の会と協働で、社有林内に野鳥保護区を設定

⃝シラネアオイを守る会の活動を支援
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持続可能な森林資源の活用に関わる責任

国内社有林での森林認証取得状況

国内社有林（地域別） 認証制度名 取得時期
北海道 SGEC 2005年12月
東北 SGEC 2007年10月
関東・中部・近畿（一部） SGEC 2007年10月※

近畿・中国・四国 SGEC 2006年12月
九州 SGEC 2005年  3月

※静岡県北山社有林のみ2003年12月に取得

■.国内林業の活性化
⃝  当社グループは、日本政府の推進する「森林・林業・木材産業によるグリーン成長」を基本方針とした林業政策

を追い風に、国内サプライチェーンの維持とさらなる国産材の利用を推進しています。
⃝  当社は日本各地に有する９万ヘクタールの社有林を、林業活性化を支援するフィールドとして活用する取り組

みを実施しています。

＜社有林を活用した取り組みの例＞
▶  2022年度以降の社有林の再造林にエリートツリー※の苗を植林（→P.23）
▶  林業の高精度化・省力化のため先端技術の導入の検討・実施（→P.23）
▶  効率的森林施業実施を目指し、官民連携による大規模施業団地に参画（→P.23）
▶  異業種企業やNPOなどとの連携により生物多様性保全や水資源保全の活動を実施（→P.43-44）
※ 国が指定する、成長特性などが優れ、花粉が非常に少ない苗木

■.国産材の活用を推進
日本製紙木材では、国内の集荷網をベースに、製材用の良材から製紙用チップ原料や木質燃料などの下級材ま

でを取り扱える強みを活かし、「国産材原木の販売量※年間100万m3」の目標を掲げ、積極的に国産材のビジネス
を展開しています。
※製紙用チップ原料は含まず

国産材の品種別販売実績（日本製紙木材）
■国産原木  ■国産材製品など
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持続可能な森林資源の活用に関わる責任

■.製紙原料における取り組み
⃝  当社は、製紙原料における国産材比率の向上に取り組んでいます。2021年度の国産材利用率は37.6％となり

ました。
⃝  当社の国産製紙原料チップの使用量は、日本の国産材総需要量の1割程度を占め、国産材の需給および日本の

木材自給率にも影響を与えています。

国産材利用率の推移（日本製紙）

●日本製紙の国産材利用率※1（製紙原料）（年度） ■パルプ・チップ用材の木材自給率※2 ▲国内の木材自給率※3

45

40

35

30

（％）

（年）

39.539.5
37.637.6

35.835.2
36.1

30.6

33.5
32.1

30.1
32.0

33.4

35.8

32.4

31.6
2017 2018 2019 2020 2021

※1 国内製材所の廃材チップを含めて計算
※2 経済産業省「紙・パルプ統計年報」より
※3 林野庁「木材需給表」（用材の自給率）より

林業用エリートツリー苗事業の拡大（日本製紙）事.例

林野庁や苗業者と連携した林業用エリートツリー苗事業の拡大により、当社は国内林業の再生に貢献してい
きます。当社は北海道、熊本県でのエリートツリー等の苗生産に加え静岡、鳥取、広島、大分でも「特定増殖事
業者」の認定を取得しました。今後は需要動向を見極めながら、規模拡大と残る区域への展開を図ります。同
時に、社有林の再造林地にエリートツリー等の苗を順次植林することで、社有林の価値向上を推進します。

先端技術の活用（日本製紙、日本製紙木材）事.例

当社と日本製紙木材は、社有林をフィールドに、ドローンや航空レーザー計測による森林資源情報の把握や森
林管理の省力化・効率化の検討を進めています。2022年5月には静岡県との間で「先端技術現場実装に関する
協定」を締結し、静岡県の社有林を活用して先端技術の実証などを行っていきます。また、社有林でのＪ－ク
レジット※の創出においても、これらの計測データを活用し森林情報を把握することで、効率化を図ります。
※ Ｊ－クレジット制度とは、省エネや再エネ利用によるCO2等の排出削減量や、適切な森林管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として認証する制度

官民連携での大規模施業団地形成（日本製紙）事.例

当社は2011年から、熊本県五木地域の山林所有民間企業として、九州森林管理局、五木村、五木村森林組合他
とともに、官民連携の「五木地域森林整備推進協定」に参加しています。現在、スケールメリットを発揮できる
フィールド環境は2万ヘクタール以上の大規模施業団地となり、合理的な路網整備や効率的な森林施業実施に
取り組んでいます。木材の安定供給体制構築を目指して、2021年度は協調出荷を実施し、今後はその規模を拡
大する計画です。

SGEC森林認証材の供給事.例

日本製紙木材は、国内で初めてSGECのCoC認証を取得しました。2018年には、静岡県富士山世界遺産セン
ターの展示棟木格子プロジェクトに、当社北山社有林（静岡県富士宮市）のSGEC森林認証材を日本製紙木材
のCoC認証を活用して供給しました。これは、「SGEC／PEFC CoCプロジェクト認証」取得の国内初の事例で
す。また、2019年に完成した国立競技場にも、当社の社有林からSGEC森林認証木材を供給しています。
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持続可能な森林資源の活用に関わる責任

海外植林事業
⃝  先住民族を含む地域住民、地域の文化・伝統と自然環境・生態系に配慮した森林経営を実施しています。また、

雇用の創出や教育活動への援助などを通じて地域経済にも貢献しています（→P.70)。
⃝  草地、農場・牧場の跡地や植林木の伐採跡地を植林地として利用し、成長の早いユーカリを中心に、各地の気候

と製紙原料に適した樹種を選んで植栽しています。
⃝  ユーカリの一斉植林と域内の生物多様性の維持を両立するために、生態系への影響が大きい河川沿いの原生植

生を水辺林として残すなど、景観を考慮して適切に管理しています。
⃝  各地の植林事業会社において、生物多様性に配慮した植林事業を行っており、保有する社有地に生物多様性保

護のための保護区を設定し、動植物生息調査を行うなどの取り組みを実施しています（→P.43-44)。
⃝  新たな開発を行う際は、環境・社会への影響評価を実施し、先住民族を含む地域住民に事前説明をします。
⃝  植林事業会社では、所有する植林地周辺のコミュニティなどステークホルダーへの訪問や会議を定期的に行い、

事業活動に対する意見・要望を確認。これらのコミュニケーションを通じて得られた要望をもとに、展開して
いる社会貢献活動プログラムなどの評価・見直しを行うための手順を設定しています。

⃝  管理する海外植林事業全てで森林認証を取得、維持しています。

管理している海外植林の概要（2021年末時点）

社名 国 植林面積（万ha） 会社形態

Amapá Florestal e Celulose S.A.
(AMCEL社) ブラジル 6.5 日本製紙の単独出資会社

Nippon Paper Resources Australia Pty.
Ltd.

（NPR社）
オーストラリア 0.7 日本製紙の単独出資会社（PTP、BTPの管

理など）

海外植林事業での森林認証取得状況

事業会社別海外植林プロジェクト 国 認証制度名（ライセンス番号） 取得年

PTP オーストラリア Responsible Wood 2006年

BTP オーストラリア Responsible Wood 2006年

AMCEL社 ブラジル FSC®（FSC®C023383）
CERFLOR

2008年
2014年
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地域との共生のための活動事例（→P.70）

国
地域との共生のための活動事例

地域社会への貢献 先住民族への配慮

ブラジル

⃝  植林地周辺コミュニティ住民を対象にした職業
訓練

⃝   地域に暮らす女性を対象とした職業訓練への支
援（メイク、アクセサリー作り）

⃝   低所得層の子供たちを対象にしたスポーツ教室
（軍警察環境部隊に協賛・資材等提供）

⃝  軍警察とのパートナーシップ（軍警察が行う、
主に低所得層の子供たちを対象とした教育、ス
ポーツ活動への協賛）

⃝  低所得層の家庭へのフードバスケット配布
⃝  野生生物の保護、環境教育活動への資金援助

⃝  所有地内で確認された、先住民族の遺跡がある
エリアを恒久的な保護区域に指定

オーストラリア ⃝  地域の植林関連会社で構成される消防団の一員
として、地域の森林火災時の消火活動に協力 ⃝  植林地内で発見された、先住民族の遺跡の保護


